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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両側に対向して突出して設けられた支持部と、
　前記支持部に沿って摺動可能であり、一側に設けられた前記突出状の掘削歯を有する被
覆部と、
　前記支持部の内部に設けられ、雌ねじが形成されたねじ管と、
　前記被覆部の中央内部に前記被覆部の長手方向に沿って設けられ、一端部に形成された
調節頭部を有し、前記ねじ管に螺合するねじ軸とを備え、
　前記ねじ軸を回転させることにより、前記ねじ軸と前記ねじ管との相対的位置関係が変
化し、前記支持部と前記被覆部とを合わせた長さが伸縮する掘削ユニットを、オーガーク
レーン用オーガーの掘削端部に装着する工程と、
　支線根枷の大きさに応じて、前記ねじ軸を回転させることにより前記掘削ユニットの拡
張幅を調整する工程と、
　前記掘削ユニットの前記掘削歯を利用して、前記支線根枷の規格に合う掘削孔を施工す
る工程と、
　前記掘削孔に埋設される支線根枷に垂直に連結された支線棒との干渉部における土砂を
除去し、傾斜面を形成する工程と、
　埋設される前記支線根枷の下部にロープを掛けて、前記ロープによって前記支線根枷を
埋設孔に挿入し、前記支線根枷の設置角度を、前記傾斜面の傾斜角度に応じた角度に前記
ロープを用いて調整する工程と、
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　前記支線根枷が挿入された前記掘削孔を埋め戻して完成する工程と、
を含む、電柱設置工事用支線根枷の機械化施工法。
【請求項２】
　オーガー軸上に形成された螺旋状のオーガーシャベルを有する前記オーガー軸の掘削先
端部に装着され、突出状の掘削歯を備える電柱設置工事用支線根枷の機械化施工のための
オーガークレーン用拡張型掘削ユニットにおいて、
　前記オーガー軸の前記掘削先端部に設けられたオーガークレーン用掘削ユニットを備え
、
　前記オーガークレーン用掘削ユニットは、
　両側に対向して突出して設けられた支持部と、
　前記支持部に沿って摺動可能であり、一側に設けられた前記突出状の掘削歯を有する被
覆部と、
　前記支持部の内部に設けられ、雌ねじが形成されたねじ管と、
　前記被覆部の中央内部に前記被覆部の長手方向に沿って設けられ、一端部に形成された
調節頭部を有し、前記ねじ管に螺合するねじ軸とを備え、
　前記ねじ軸を回転させることにより、前記ねじ軸と前記ねじ管との相対的位置関係が変
化し、前記支持部と前記被覆部とを合わせた長さが伸縮する、
電柱設置工事用支線根枷の機械化施工のためのオーガークレーン用拡張型掘削ユニット。
【請求項３】
　前記掘削ユニットは、前記オーガー軸の掘削端部に結合される胴体を備え、内部に設け
られたねじ管と、横方向に移動するように外周面に締結された調節ボルトと、を有する前
記支持部が、前記胴体の両側に対向して配置され、
　前記支持部の内周面に調節部が挿入され、前記調節部の外周面には前記調節ボルトの端
部が挿設される長孔が形成され、
　前記ねじ管に螺合するねじ軸が、前記掘削歯を有する前記被覆部に螺合するように、前
記調節部の外側端から貫設され、前記ねじ軸は前記被覆部の中心に対して回転可能に設け
られ、
　前記調節部及び前記被覆部は、前記ねじ軸の回転により前記支持部に沿って摺動する、
請求項２に記載の拡張型掘削ユニット。
【請求項４】
　前記ねじ軸は、前記被覆部の内部に装着された軸受により回転可能に支持され、前記ね
じ軸の一端に形成された前記調節頭部は、被覆部の一側に露出するように装着され、前記
ねじ軸に結合した軸受は、前記被覆部の内側に形成された軸受座によって長手方向への移
動が阻止され、前記ねじ軸を定位置に回転可能に支持する、請求項２に記載の拡張型掘削
ユニット。
【請求項５】
　前記掘削ユニットの前記胴体に形成され両側に設けられた前記支持部は、掘削負荷が減
少されるように、前記胴体の長手方向に相異なる高さを有して配置される、請求項２に記
載の拡張型掘削ユニット。
【請求項６】
　前記掘削ユニットは、固定孔を有し、前記胴体の一側面に結合される補助掘削刃を更に
備え、
　前記掘削ユニットは、下方に傾斜して前記胴体に突出形成された固定部と、前記固定部
に形成された締結孔とを備え、前記補助掘削刃は、前記補助掘削刃の前記固定孔と互いに
密着した前記締結孔で、固定ボルトによって前記胴体に装着される、請求項２に記載の拡
張型掘削ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は機械化電柱の設置工事時に、その電柱を支持固定するための支線根枷の施工に



(3) JP 4463867 B2 2010.5.19

10

20

30

40

50

関するもので、埋設孔の機械化掘削のためのオーガークレーンのオーガーの下段に伸縮が
可能な掘削ユニットを装着することによって、既存オーガークレーンにより掘削が不可能
な大型の支線根枷用埋設孔を形成でき、この掘削ユニットを利用して小型根枷及び大型根
枷に適合した掘削孔を選択的に施工できる支線根枷の機械化施工法及びこのためのオーガ
ークレーン用拡張型掘削ユニットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に送配電線路及び通信線路のなどを構成することにおいて、電柱を設置して電線
及び通信ケーブルを加線する場合、電線及び通信ケーブルの不平衡張力を補強するための
支線を設置して電柱が傾いたり倒れたりすることを防止する。この状態で、支線を設置す
るために支線根枷を埋設するための掘削作業を人力による作業や機械を利用した作業を先
に行った後、その掘削地点に支線根枷を埋設して電柱と連結する方法を採用している。
【０００３】
【特許文献１】韓国特許出願第２００５－０９５８９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような支線根枷を埋設するためには支線根枷を埋設する地点に人力を利用して一定
深さの掘削地を確保しなければならない。人力により掘削地を確保する場合は、作業者の
作業空間を確保するために不必要に過度な掘削地を形成しなけらばならないと共に、掘削
地周辺の土質が無力化されて埋め戻す時、埋設した支線根枷の埋設支持力が相対的に低下
する問題点がある。
【０００５】
　また、これを補完するためオーガークレーンを利用して垂直掘削孔を形成した状態で、
支線根枷を埋設して施工する方法もある。しかし、既存の機械化掘削方法は根枷を支持し
ている支線棒が根枷と張力方向に直角を維持していないため、支線棒に張力が生じると、
根枷が抜け上がって電柱が倒れる不良施工の原因になる。
【０００６】
　通常使用する根枷は、長方形のブロックになっており、電柱に対して横状に根枷を掘削
地に埋設する。この時、根枷と支線棒は直角を維持して埋設した後、支線ワイヤーにより
電柱に締結することが最も理想的な施工法である。
【０００７】
　しかし、上述したように人力工事による過度な人件費及び施工時間の長期化を招いてお
り、機械化掘削による不良施工及び根枷の埋設支持力の弱化などが問題になっている。さ
らに、前述のように長方形のブロック形態である根枷を埋設するためには多くの部分の掘
削工事を行わなければならないなどの難しさがある。
【０００８】
　これを解決するため、本発明の出願人が出願した特許文献１には、オーガークレーンに
より１次傾斜掘削または土質によって１次傾斜掘削後２次垂直掘削を段階的に併行する掘
削工程を行った後、その掘削孔に最適の大きさを有する支線根枷を挿入して埋設した状態
で、支線根枷に連結した支線棒を垂設した電柱に連結固定する電柱設置工事用支線根枷の
機械化施工法及びこれを適用する支線根枷が開示されている。
【０００９】
　この施工法及び支線根枷によれば、掘削工程の単純化と共に、作業人数の縮小及び作業
時間の短縮を図ることができ、支線棒と支線根枷の直角状態が安定的に維持されるので、
その支持力が大きく増大して電柱の傾きや不良施工の問題点を解決できる。それによって
、作業環境の改善及び通行不便による民願発生などが防止され、堅固な支持力により自然
災害からの設備保護効果が優れて施工品質が向上し、高品質の電力を円滑で安定的に供給
できる効果がある。
【００１０】
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　このように特許文献１により製作する支線根枷は、平面にみて円状のブロックで、その
直径は４３ｃｍ（以下、小型根枷ともいい、許容誤差は±５％）と６２ｃｍ（以下、大型
根枷ともいい、許容誤差は±５％）の２種類を製作して使用している。必要によっては、
中型根枷（１．０Ｍ根枷の代替品）も製作して使用する。このような支線根枷の適用対象
の直径差は電柱が受ける電線の不平衡張力の大きさによって可変適用する。
【００１１】
　また、前述した数値の支線根枷は従来の長方形のブロック形態を有する支線根枷に代え
るためのもので、従来の支線根枷は長方形で０．７Ｍと１．０Ｍ、１．２Ｍの大きさを有
している。
【００１２】
　このように円状のブロック形態で製作する支線根枷を埋設するためにはオーガークレー
ンを利用して所定の内径を有する埋設孔を掘削しなければならないが、既存のオーガーク
レーンの掘削直径は５０ｃｍに限定している。そのため、０．７Ｍ支線根枷の代替用に製
作した４３ｃｍの直径を有する小型根枷の施工は可能であるが、１．０Ｍと１．２Ｍ支線
根枷の代替用に製作した６２ｃｍの直径を有する大型根枷は既存のオーガークレーンを利
用した機械化施工が不可能な問題点がある。
【００１３】
　したがって、前述のように６２ｃｍの直径を有する大型の支線根枷を埋設するためには
、やむをえず人力により掘削しなければならない。それによって、過度な作業時間や労働
力が要求されるので、非常に非経済的な問題点があり、施工品質及び施工技術の低下によ
り作業能率が低下する問題がある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前述のような問題点を解決するためになされた本発明は、オーガークレーンに使用する
オーガーの下段に別の掘削ユニットを装着し、その掘削ユニットを左右に伸縮させて作動
能力を向上させることによって、支線根枷の大きさに適合した掘削孔を形成できる新技術
公法である支線根枷の機械化施工法を提供することにその目的がある。
【００１５】
　本発明の他の目的は、オーガークレーンを利用した大型支線根枷の機械化施工を可能に
すると共に、施工時間及び労働力の節減が可能であり、施工品質の向上と施工技術の機械
化を通じて施工安全性及び作業能率の改善、施工業者の経営効率向上に寄与できる支線根
枷の機械化施工法のためのオーガークレーン用拡張型掘削ユニットを提供することにある
。
【００１６】
　本発明のもう一つの目的は、機械掘削時補助掘削刃により掘削負荷及び応力が大きく減
少するので、掘削速度を向上させることができ、機械化支線工事及び電柱設置工事の施工
時間を短縮させることができ、まさ土など堅固な地盤の掘削地で非常に効果的に利用でき
、掘削ユニットの使用寿命も大きく延長できるオーガークレーン用拡張型掘削ユニットを
提供することにある。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の支線根枷の機械化施工法及びこのためのオーガークレーン用拡張型掘削ユニッ
トによれば、オーガークレーンを利用した支線根枷の機械化施工を可能にすると共に、施
工時間及び労働力の節減が可能であり、施工品質の向上と施工技術の機械化を通じて施工
の安全性及び作業能率の改善、施工業者の経営効率の向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照して本発明の好ましい実施形態について説明する。
【００１９】
　図１は、本発明に係るオーガークレーン用拡張型掘削ユニットの分解斜視図であり、図
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２は、本発明に係るオーガークレーン用拡張型掘削ユニットの結合斜視図であり、図３は
、本発明に係る小型根枷用掘削孔を形成するための掘削ユニットの断面図であり、図４は
、本発明に係る大型根枷用掘削孔を形成するために拡張した状態を示す掘削ユニットの断
面図である。
【００２０】
　電柱設置工事用支線根枷の機械化施工のためのオーガークレーン用拡張型掘削ユニット
は、オーガー軸１０上に形成された螺旋状のオーガーシャベル１１を有するオーガー軸１
０の掘削先端部に装着され、互いに対向して設けられた突出状の掘削歯１２を備える。
【００２１】
　拡張型掘削ユニットは、オーガー軸１０の掘削先端部に設けられたオーガークレーン用
掘削ユニット２０を備える。
【００２２】
　オーガークレーン用掘削ユニット２０は、両側に対向して突出して設けられた支持部２
４と、支持部２４に沿って摺動可能であり、一側に設けられた突出状の掘削歯１２を有す
る被覆部２７と、ねじ軸２８の回転によって支持部２４に対して長手方向に移動するとき
伸縮する被覆部とを備える。
【００２３】
　掘削ユニット２０は、オーガー軸１０の掘削端部に結合される胴体２１を備え、内部に
設けられたねじ管２２と、横方向に移動するように外周面に締結された調節ボルト２６と
、を有する支持部２４が、胴体２１の両側に対向して配置される。
【００２４】
　調節部２５が、支持部２４の内周面に挿入され、調節ボルト２６の端部が挿設される長
孔２３が調節部２５の外周面に形成される。
【００２５】
　ねじ管２２に螺合するねじ軸２８が、掘削歯１２を有する被覆部２７に螺合するように
、調節部２５の外側端から貫設され、ねじ軸２８は被覆部２７の中心に対して回転可能に
設けられる。
【００２６】
　調節部２５及び被覆部２７は、ねじ軸２８の回転により支持部２４に沿って摺動する。
【００２７】
　ねじ軸２８は、被覆部２７の内部に装着された軸受２９により回転可能に支持され、ね
じ軸２８の一端に形成された調節頭部３１は、被覆部２７の一側に露出するように装着さ
れ、ねじ軸２８に結合した軸受２９は、被覆部２７の内側に形成された軸受座３０によっ
て長手方向への移動が阻止され、ねじ軸２８を定位置に回転可能に支持する。
【００２８】
　掘削ユニット２０の胴体２１に形成され両側に設けられた支持部２４は、掘削負荷が減
少されるように、胴体２１の長手方向に相異なる高さを有して配置される。
【００２９】
　掘削ユニット２０は、固定孔４１を有し、胴体２１の一側面に結合される補助掘削刃４
０を更に備える。
【００３０】
　掘削ユニット２０は、下方に傾斜して胴体２１に突出形成された固定部４２と、固定部
４２に形成された締結孔４３とを備え、補助掘削刃４０は、補助掘削刃４０の固定孔４１
と互いに密着した締結孔４３で、固定ボルト４４によって胴体２１に装着される。
【００３１】
　（発明の一形態）
　図面において、符号３２は支線根枷、３３はロープ、３４は支線棒を示す。
【００３２】
　次に、添付図面を参照して、このような構成を有する本発明に係る支線根枷の機械化施
工のためのオーガークレーン用拡張型掘削ユニットについてより詳細に説明する。
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【００３３】
　本発明に係る拡張型掘削ユニット２０は、図面に示すように、外周に螺旋状のオーガー
シャベル１１を有するオーガー軸１０の下段に結合して使用する。
【００３４】
　円筒状の掘削ユニットの胴体２１には四角チューブ状の支持部２４が両側に突出形成さ
れており、支持部２４の内側には雌ねじが形成されたねじ管２２が位置する。
【００３５】
　また、支持部２４の内部には調節部２５が挿入され、この調節部２５は複数の傾斜状掘
削歯１２を有する被覆部２７と結合する。調節部２５の外側面には長手方向に沿って長孔
２３が形成されている。この長孔２３には支持部２４の下段に形成された貫通孔を貫設す
る調節ボルト２６の先端が挿入される。
【００３６】
　したがって、調節部２５が支持部２４に沿って横方向に摺動すると、調節部２５の摺動
可能な長さは調節ボルト２６の先端が挿入された調節部２５の長孔２３の長さにより限定
される。
【００３７】
　また、調節部２５の一端には複数の掘削歯１２を有する被覆部２７が結合される。被覆
部２７の中央内部には支持部２４のねじ管２２に螺合するねじ軸２８が長手方向に沿って
設けられる。ねじ軸２８は複数の軸受により被覆部２７に回転可能に設けられる。
【００３８】
　すなわち、被覆部２７の中央内部に挿入されたねじ軸２８は、被覆部２７の内部に形成
された軸受座３０の両側に配置される複数の軸受２９によって回転可能に支持される。ま
た、ねじ軸２８の一端には六角レンチなどの工具を挿入するための調節頭部３１が形成さ
れていて、作業時に被覆部２７の外側で、六角レンチ工具でねじ軸２８を容易に回転させ
ることができる。
【００３９】
　したがって、前述のような結合状態で、支持部２４のねじ管２２に螺合したねじ軸２８
を作業者が回転させると、支持部２４に対する調節部２５及び被覆部２７の相対距離を調
節できる。すなわち、ねじ軸２８の回転によって、掘削歯１２を有する被覆部２７と調節
部２５の長さを伸縮させることができる。これは、ねじ軸２８と螺合しているねじ管２２
が支持部２４を介して胴体２１に固定されているので、ねじ軸２８の回転によって被覆部
２７と調節部２５が長手方向に沿って移動することによって可能になる。
【００４０】
　小型根枷を施工しようとする場合は、掘削ユニット２０の両側掘削歯１２を胴体２１の
内側に移動して最小幅になるようにする。したがって、小型根枷に適合した掘削孔の形成
及び支線施工の作業と既存の電柱設置作業を行うことができる。その反対に、大型根枷を
施工しようとする場合は、掘削歯１２を外側に拡張させて最大幅になるようにする。した
がって、大型根枷に適合した掘削孔の形成が可能である。
【００４１】
　次に、このような掘削ユニット２０を利用した大型支線根枷の施工過程を説明する。
【００４２】
　まず、図５に示すように、胴体２１を介してオーガー軸１０の下部に付着した掘削ユニ
ット２０の掘削歯１２をねじ軸２８の回転により拡張させる。この状態で図６に示すよう
に、施工場所の掘削を行うと、大型根枷が挿入できる掘削孔の施工が完成する。
【００４３】
　以後、支線根枷３２の下側に図７に示すように、ロープ３３を掛けて掘削孔に支線根枷
３２を挿入する。ロープ３３を支線棒３４と支線根枷３２の締結部に掛けて支線根枷３２
を掘削孔に協力作業により挿入する時、ロープ３３の自体引張力により支線根枷３２の後
段部を持ち上げるようになるので、支線根枷３２の挿入角度が支線棒３４に対して直角を
維持するようになる。
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【００４４】
　このような状態で、ロープ３３を除去して支線棒３４と掘削孔の干渉部にある土砂を、
図８に示すように、シャベルやその他の工具などを利用して切り下げて傾斜面を作る。次
に、図９に示すように、傾斜面を利用して所定の傾斜角度を有するように支線棒３４及び
支線根枷３２を配置した後、その掘削孔を埋め戻しにより完成する。
【００４５】
　前述のような施工段階は大型の支線根枷を施工する場合を例示する。一方、小型根枷を
施工しようとする場合は、ねじ軸２８を回転させて拡張した掘削歯１２を胴体２１に向っ
て移動させて掘削歯１２の幅を縮小させた後、前述のような工程を経て施工すればよい。
【００４６】
　したがって、掘削歯の縮小及び拡張が可能であるので、支線根枷の大きさに拘束しない
で汎用の施工が可能である。
【００４７】
　また、掘削ユニット２０の回転により掘削歯１２が回転しながら、目的とする地盤の掘
削を行う。この時、掘削歯１２は長手方向に相異なる高さで掘削ユニット２０の胴体２１
に付着されていて、これらの高さの差により生じる掘削力により地盤の掘削作業をより効
果的に行うことができる。
【００４８】
　また、本発明では前述のような掘削歯１２を有する胴体２１の一側に別の補助掘削刃４
０を装着することによって、支持部２４上で摺動する被覆部２７を、支持部２４に沿って
左右の外側に移動させて拡張できる。それによって、両被覆部２７の掘削歯１２の間に位
置する補助掘削刃４０によってさらに掘削作業が行われる。その上、被覆部２７を拡張し
ない状態では地面を予備掘削して、既存のオーガークレーンに作用する負荷及び応力を減
少させることによって、掘削作業をより速やかに進行できる。
【００４９】
　前述した補助掘削刃４０は図１０に示すように、掘削ユニット２０の胴体２１の一側面
に下方傾斜状態で突出して形成した固定部４２上に装着する。この補助掘削刃４０には固
定孔４１が形成されており、固定部４２にはねじ山を有する締結孔４３が対向して形成さ
れている。したがって、使用時には固定ボルト４４を補助掘削刃４０には固定孔４１を通
過して固定部４２の締結孔４３に締結して、補助掘削刃４０を固定部４２上に堅固着でき
る。
【００５０】
　このような補助掘削刃４０の装着構造によって、補助掘削刃４０が摩耗したり衝撃によ
り損傷したりした場合、これを速やかに取り替えることができる。
【００５１】
　図１１に示すように、本発明の掘削ユニットを利用して目的とする地盤を掘削する際、
胴体２１から下側に位置する一側の被覆部２７の掘削歯１２により当該地盤を掘削する過
程で、両被覆部２７の間の中間部分は掘削歯１２の移動により掘削しない部分が生じる。
したがって、この未掘削部分は補助掘削刃４０により掘削を行うことによって、オーガー
クレーンに作用する負荷及び応力が相対的に減少する。
【００５２】
　このような掘削ユニットは地盤に起伏があったり、まさ土など堅固な地盤、または砂利
層になったりした掘削地でより効果的に使用することができる。また、補助掘削刃４０に
よる負荷の減少及び部分的な砂利層の破砕作用を提供することによって、より一層速くて
安定した掘削作業を行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明の支線根枷の機械化施工法及びこのためのオーガークレーン用拡張型掘削ユニッ
トは、オーガークレーンを利用した支線根枷の機械化施工を可能にすると共に施工時間及
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施工安全性、作業能率の改善、及び施工業者の経営効率の向上を期待することができる。
従って、本発明の産業利用性はきわめて高いものといえる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
　添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態のこれらの及びその他の特徴、態様
、効果を詳細な説明で更に十分に説明する。
【００５５】
【図１】本発明に係るオーガークレーン用拡張型掘削ユニットの分解斜視図である。
【図２】本発明に係るオーガークレーン用拡張型掘削ユニットの結合斜視図である。
【図３】本発明に係る小型根枷用掘削孔を形成するための掘削ユニットの断面図である。
【図４】本発明に係る大型根枷用掘削孔を形成するために拡張した状態を示す掘削ユニッ
トの断面図である。
【図５】本発明に係る拡張した掘削ユニットを有するオーガーの全体を示す正面図である
。
【図６】本発明に係る拡張した掘削ユニットによる掘削工程を示す断面図である。
【図７】本発明に係る支線棒と支線根枷の締結及び支線棒を有する根枷の下部にロープを
連結する工程を示す斜視図である。
【図８】本発明に係る支線棒干渉部の土砂を除去する工程を示す断面図である。
【図９】本発明に係る掘削孔の埋め戻し作業前に支線根枷の設置が完了した状態を示す断
面図である。
【図１０】本発明の他の実施形態に係るオーガークレーン用拡張型掘削ユニットを示す要
部の分解斜視図である。
【図１１】本発明の他の実施形態に係るオーガークレーン用拡張型掘削ユニットによる掘
削状態を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５６】
　１０　　　オーガー軸
　１１　　　オーガーシャベル
　１２　　　掘削歯
　２０　　　掘削ユニット
　２１　　　胴体
　２２　　　ねじ管
　２３　　　長孔
　２４　　　支持部
　２５　　　調節部
　２６　　　調節ボルト
　２７　　　被覆部
　２８　　　ねじ軸
　２９　　　軸受
　３０　　　軸受座
　３１　　　調節頭部
　４０　　　補助掘削刃
　４１　　　固定孔
　４２　　　固定部
　４３　　　締結孔
　４４　　　固定ボルト
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